
 

小規模宿泊施設普及拡大事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は，宮城県内の小規模宿泊施設の開業を支援するため，施設改修等に要する経費

について，宮城県内で住宅宿泊事業及び簡易宿所営業を開始しようとする者に対して，予

算の範囲内で小規模宿泊施設普及拡大事業補助金（以下「補助金」という。）を交付する

ものとする。その補助金の交付に関しては，補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第

３６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，この要綱に定めるところによる。 

 

（補助事業者） 

第２条 補助金の交付対象者（以下「補助事業者」という。）は，次の各号に掲げる者とす

る。 

（１）宮城県内において住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号。以下「住宅宿泊事業

法」という。）第３条第１項に基づく届出を予定している者 

（２）宮城県内において旅館業法（昭和２３年法律第１３８号。以下「旅館業法」という。）

第３条第１項の許可を受けて同法第２条第３項に基づく簡易宿所営業を行うことを

予定している者 

 

（補助対象施設等） 

第３条 補助金の交付対象となる施設等（以下「補助対象施設等」という。）は，次の各号

に掲げるものとする。ただし，いずれの場合においても，施設の所在地が仙台市内であ

るものを除く。 

 （１）宮城県内において住宅宿泊事業法第３条第１項に基づく届出を行う予定の住宅であ

り，本補助金の実績報告時までに当該届出を行うもの。ただし，交付申請の前に廃止

の届出があった住宅については，交付申請時において当該廃止の日から１年以上経

過したものに限る。 

（２）宮城県内において旅館業法第３条第１項の許可を受けて同法第２条第３項に基づ

く簡易宿所営業を行う予定の施設であり，本補助金の実績報告時までに当該許可の

申請を行うもの。ただし，交付申請の前に廃止の届出があった施設については，交付

申請時において当該廃止の日から１年以上経過したものに限る。 

 

（補助事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，別表に掲げる事業

とする。 

２ 補助対象施設は，本補助金で実施する補助事業と同種の事業について，過去に国又は県

あるいは市町村等から補助金等の交付を受けていないものとする。 

 

（補助対象経費） 

第５条 この補助金は，前条第１項の事業を行うために必要な経費（以下「補助対象経費」



 

という。）であって，別表に掲げる経費のうち，知事が必要かつ適当と認めるものについ

て予算の範囲内において交付するものとする 

 

（補助率等） 

第６条 補助率は補助対象経費の２分の１とし，補助上限額は１事業者当たり７０万円か

つ，他の補助事業等を併用する場合は，補助対象経費から当該補助金を差し引いた額とす

る。なお，千円未満切り捨てとする。 

２ 前項の補助事業等は，国庫を財源とするものを除く。 

 

（交付申請） 

第７条 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は，様式第１号によるも

のとし，その提出期限は知事が別に定める日とする。 

２ 受付期間内に提出された交付申請に係る補助金の額の合計が予算額を超える場合は，

抽選により補助事業者を選定するものとする。 

３ 前項の抽選実施後，予算に残額がある場合には，新たな申請を受け付けるものとし，そ

の提出期限は知事が別に定める。ただし，これにより提出された交付申請に係る補助金の

額の合計が予算額に達した場合は，先の提出期限にかかわらず申請の受付を終了するも

のとする。 

４ 交付申請書等に不備があるときは，当該不備に係る補正が完了した時点で提出がなさ

れたものとする。 

５ 第１項又は第３項の申請に当たり，補助対象経費を算出する際に，補助対象施設等が複

数ある場合は，合算を可とする。 

６ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は，

次のとおりとする。 

（１）事業計画書（様式第２号） 

 （２）（法人の場合のみ）登記事項証明書（現在事項全部証明書） 

 （３）建物の登記事項証明書 

 （４）住宅宿泊事業法第３条第１項に基づく住宅宿泊事業届出書（案）の写し又は旅館業

法第３条第１項に基づく旅館業営業許可申請書（案）の写し（旅館業営業許可申請書

に記載の添付書類は不要とする。） 

 （５）補助対象経費が確認できる書類（見積書・カタログ等） 

 （６）平面図（宿泊室・共用部・家主使用部分の区別が分かるもので，補助事業実施箇所

を明示したもの） 

（７）現況写真（全体外観，補助事業実施箇所） 

 （８）県税の納税証明書 

 （９）暴力団排除に関する誓約書（様式第３号） 

 （10）その他知事が必要と認める書類 

７ 申請者は，第１項又は第３項の補助金交付の申請をするに当たり，当該補助金に係る消

費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費



 

税相当額のうち，消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費

税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額を

いい，以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して交付申請しなければならない。

ただし，申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては，この限り

でない。 

８ 次の各号のいずれかに該当する者は，補助金の交付申請をすることができない。 

（１）暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力団員

等 

（２）県税に未納がある者 

 

（交付決定） 

第８条 知事は，前条の規定による補助金交付申請書の提出があったもののうち，前条第２

項又は同第３項により補助事業者とされたものについて，必要に応じて現地調査等を行

い，その内容を審査の上，これを適正と認めるときは，規則第４条の規定により交付の決

定を行い，当該申請者に通知する。 

２ 知事は，補助金の交付が適当でないと認めたときは，その旨を申請者に通知する。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 申請者は，交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があることによ

り，交付金の交付申請を取り下げようとするときは，交付決定を受けた日から１５日以内

にその旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 

（交付の条件） 

第１０条 規則第５条の規定により付する条件は，次のとおりとする。 

（１）補助事業の内容の変更をする場合においては，様式第４号により知事の承認を受け

ること。ただし，次に掲げる条件を満たす軽微な変更については，この限りでない。  

イ 補助対象経費の総額の２０％以内の減少 

ロ 補助事業の目的や効果に変更をもたらさない事業計画の細部の変更 

（２）補助事業を中止し，又は廃止する場合においては，様式第５号により知事の承認を

受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場

合においては，速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

（４）補助事業者は，補助事業完了の日から起算して１年以内に第２条第１項第１号に

掲げる届出の受理又は同条同項第２号に掲げる許可を受け，営業を開始しなければ

ならない。さらに，その届出の受理又は許可の日から起算して３年以上，この営業

を継続しなければならない。なお，当該期間経過後に事業の廃止を行う場合であっ

ても，第１１条第２項に規定する耐用年数が経過する以前にあっては，同条による

制限を受ける。 



 

（５）前号の定めによる営業の継続には，住宅宿泊事業から旅館業への転用も含むこと

とするが，住宅宿泊事業の廃止前に旅館業の営業許可を受けること。なお，この場

合の起算日は，当初の住宅宿泊事業の届出の受理の日とする。 

（６）知事は，補助事業者が第４号及び第５号の規定に違反した場合，補助金の返還を

求めるものとする。ただし，当該違反が特段の事情によるものであり，知事がやむ

を得ないと認めた場合には，この限りでない。 

（７）前６号に掲げるものの他，補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付

すことがある。 

 

（状況報告） 

第１１条 規則第１０条の規定による報告は，様式第６号によるものとし，必要に応じて別

途知事が指示するところにより提出するものとする。 

 

（財産の管理及び処分） 

第１２条 補助事業者は，当該補助金の交付対象として取得した財産について，事業完了後

においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに，補助金交付の目的に従っ

てその効率的な運営を図らなければならない。 

２ 規則第２１条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は，「減価償却資産の耐用

年数等に関する省令」（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間

とし，期間内に当初の交付目的に即した利用が期待し得ないことが明らかになり，補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第２２条に基づ

く財産処分として，当該施設等を当該補助金の交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換

し，貸し付け，又は担保に供しようとするときは，あらかじめ様式第７号による取得財産

処分申請書を知事に提出し，その承認を受けなければならない。この場合において，知事

は，取得財産を処分することにより収入があるときは，その収入の全部又は一部を納付さ

せることがある。 

３ 規則第２１条第１項第２号に規定する知事が定めるものは，１件当たりの取得価格又

は効用の増加価格が５０万円以上のものとする。 

 

（実績報告） 

第１３条 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告は，様式第８号に次の各号

に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

（１）実績報告書（様式第９号） 

（２）補助事業の実施が確認できる書類（契約書，納品書，請求書，領収書の写し等）及

び写真 

（３）住宅宿泊事業法第３条第１項に基づく住宅宿泊事業届出書の写し又は旅館業法第

３条第１項に基づく旅館業営業許可申請書の写し 

（４）その他知事が必要と認める書類 

２ 前項の規定による報告は，補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起



 

算して１か月を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の２月末日のいずれか早い

期日までに行うものとする。 

３ 補助事業者は，第６条第７項ただし書の定めるところにより交付の申請を行った場合

において，実績報告を提出するに当たり，当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明ら

かになった場合には，これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

 

（補助金の交付） 

第１４条 この補助金は，規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものと

する。その交付に係る請求書の様式は，様式第１０号によるものとする。 

 

 （消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１５条 補助事業者は，補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により消費税等

仕入控除税額が確定した場合には，速やかに様式第１１号により知事に報告するものと

する。 

２ 知事は，前項の報告があった場合には，当該消費税等仕入控除税額の全額又は一部の返

還を命ずるものとする。 

 

 （補助金に関わる経理） 

第１６条 補助事業者は，補助金に関わる経理についての収支の事実を明確にした証拠書

類を整備し，かつ，これらの書類を補助事業が完了した日に属する会計年度の終了後５年

間保存しなければならない。 

 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか，小規模宿泊施設普及拡大事業補助金に関し必要

な事項は，別に定める。 

   

附 則 

１ この要綱は，令和２年３月２６日から施行し，令和２年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，

当該補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，令和３年３月２６日から施行し，令和３年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，

当該補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，令和４年４月１日から施行し，令和４年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，

当該補助金にも適用するものとする。 

 



 

別表（第４条関係） 

 補助事業 補助対象経費 

補
助
対
象
経
費 

１ 施設整備 施設の衛生確保及び宿泊者のニーズ充足のために必要な工事等に要

するもので，次に掲げる経費。 

（１）台所，浴室，便所，洗面設備及びその他衛生設備の整備 

  （例：トイレ洋式化，老朽設備の更新，塩素滅菌器の整備等） 

（２）内装の改修等（例：壁紙，畳，ふすまの貼り替え等） 

（３）外壁，屋根の改修等（例：塗装，防水対策等） 

（４）冷暖房設備の整備（例：エアコン，FF 式ストーブ等） 

（５）その他知事が必要と認めるもの 

２ 環境整備  宿泊業を行うに当たり必要な環境整備に要するもので，次に掲げる

経費。 

（１）消防設備の整備 

（例：自動火災報知設備，誘導灯，スプリンクラー設備等） 

（２）照明器具の整備 

（３）寝具の購入（客室に設置するものに限る。） 

（４）自己水源の水質検査（初回のみ） 

（５）遠隔監視時に必要な防犯カメラその他周辺機器 

（６）その他知事が必要と認めるもの 

補助対象外経費 

（１）交付決定前の実施にかかった経費 

（２）家主のみが使用する場所の整備に係る経費 

（３）設備，機器設置後の維持費，メンテナンスに係る経費 

（４）コンサルティングに係る経費 

（５）間接経費（収入印紙代，振込手数料等） 

（６）消耗品の購入に係る経費 

（７）事業目的に照らして直接関係しないものなど，知事が適切でない

と判断する経費 

 


